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■ ン講演会:ユッセルドルフ高等裁判所長オンライ等テユッセルドルフ高

令和4年9月16日、 ドイツ連邦共和国デュッセルドルフ高等裁判所長であるヴェルナ

ー． リヒター氏を講師にお迎えしてオンライン講演会が行われ、日本各地の裁判所の多

数の裁判官及び裁判所職員が聴講しました。
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左：講師のリヒター所長、右上：パ

ネリスト及び司会者、右下：開会挨

拶を行う堀田眞哉最高裁事務総長’
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講演会では、リヒター所長より、ドイツにおける民事訴訟のデジタル化の現状のほか、

当事者の陳述・手続の構造化など、デジタル化の機会を活用した訴訟手続の現代化の取

組みについて紹介がありました。質疑応答では、記録の完全電子化を進める過渡期にお

ける課題、ビデオ会議による証人尋問の利用、効率化によって生じた余力を注ぐべき裁

判所の本質的業務についても話題が及びました。
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閉会に際し、手を振る日本側参加者とリヒター所長
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妻匡ｱｰデﾝ卿令和4年春の

令和4年舂の外国人叙勲において、英国元最

高裁判所判事のメアリー。ハワース・アーデ

ン卿が､司法分野における日英の関係強化及

び相互理解の促進への貢献により、旭日重光

章を受章されました。

この叙勲伝達式が駐英日本国大使公邸に

て、アーデン卿の御家族、 リード英最高裁判

所長官ら元同僚、林駐英日本国大使御同席の

筐アー 卿令和4年春の 国国 』

下、盛況に行われへ戸倉最高裁長官のビデオメッセージによる祝辞も上映されました。祝辞の

中では､アーデン卿の功績とりわけ日本の裁判所から英国に派遣された留学生や出張者への

支援に対する長年の貢献につき感謝の意が述べられました。アーデン卿は、叙勲の授与に感謝

の意を述べられるとともに、 日本との思い出や日本と英国の共通の価値観に触れつつ、司法分

野における日英関係の重要さと、その強化への期待を表明されました。

’;ドイツ司法官・DAAD研修生インタビュ
ー＝
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最高裁判所では例年､外国法曹を受入れ、裁判所をはじめとする司法関係機関の見学や研ｲ|多

生の関心に応じた研修を実施しています｡令和4年10月から同年12月にかけて研修を受け

られるお二人に、研修へ向けての意気込みをお間きしました。
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i <ドイツ司法官研修生 リヒャルト ・フィーツェさん＞

|私は、司法の仕組みや裁判官の働き方に関心があり、 また、司法の
i独立性をどのように確保するかにも非常に興味を持っています。
；今回、 日本の法制度を学ぶまたとない機会に恵まれ、 とても興奮し

’ています。

‘ ＜ドイツ学術交流会研修生メラニー・キューンさん＞

I外国人弁護士にとって、 このような研修は、 日本の法制度を直接知

' ることができる非常に優れた機会だと思います。

|今回の研修で、裁判官、検察官、弁護士の仕事を知ることができる

ことを楽しみにしていますし、私自身がより良い弁護士になるため

にも視野を広げたいと思っています。
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詞匡、 .．オーストラリア出張報告
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最高裁判所秘書課参事官井出正弘

私は、令和4年1 1月、アジア太平洋法律

協会（ローエイシア）第35回年次会合に出

席するため、オーストラリアに出張しまし

た。

オーストラリア連邦最高裁判所

ローエイシアの年次会合は、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大に伴いオンライン開催が

続いていましたが、今次会合は3年振りの対面

開催となり、裁判やADRにおけるオンライン
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の活用についての議論が交わされたほか、法的 開会セッション

判断に捉われない多様な紛争解決のニーズの高

まりやODRの果たす役割など、時機を得たテーマについて､各国実務家から話を聞くことが

できました。

ホスト国であるオーストラリアからは、 ローエイシアの司法部会長（アジア太平洋最高裁判

所長官会議の共同議長）を務めるニューサウスウェールズ州最高裁のベル長官及びその前任の

バサースト前長官、在外研究員の派遣先であるシドニー大学のノッテージ教授など、 日本の裁ドニー大学のノッテージ教授など、 日本の裁

判所ともかかわりの深い方々も参加されてお

り、対面での交流を図る貴重な機会となりま，

した。 ′

今次会合の前後には、長期在外研究員等が

お世話になっている裁判所や大学の関係者を

訪問し、引き続きの支援を依頼しました。
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事件Q&A~ツール～少年手続案内英語の

ニロ

ロニ

第23号に引き続き、英語版の裁判所ホームページのコンテンツを御紹介します。

「QuestionsandAnswersonjuveni le

Cases」は， 日本語版ホームページに掲載
▼日本語版「少年事件Q&A

第1少年審判とその手続
されている「少年事件Q&A」を英訳した

ものです。少年事件とは、といった概要か

ら始まり、処分の種類など少年や保護者の

方が知りたい情報の解説や､少年犯罪の被

害を受けた方のための制度の解説､令和4

年4月1日から施行された改正少年法で

は何が変わったのか､等の改正少年法につ

いての解説が記載されています。

英語での手続案内が必要な場面などに

ご活用ください。

1少年事件とは
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▼英語版「少年事件Q&A」
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英語版「少年事件Q&A』のアクセス方法
。 q八 、且？： 、 rh型 ウ

ノ&1'ﾘIﾘi

値F』ケ砂な字！ ■写丘8F、､凋地旬■F屋 nF‘ザ,宙衝 眼8. ,質04 筏眼■■

一
一 ①日本語版ホームページ

の右上の「English』を
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③｢QuestionsandAnswers
onJuvenileCasesjが少年事

件Q&Aです。
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次回の渉外レポートもお楽しみに1 1


